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(57)【要約】
電気外科用途において使用するための多機能内視鏡シス
テムであって、このシステムは、種々の電気外科デバイ
スと組み合わせて使用され得る画像化内視鏡を備え、こ
れらのデバイスの全ては、この内視鏡およびこれらの電
気外科デバイスが単回使用の使い捨て物品とみなされる
ように、製造が充分に安価である。本発明の多機能内視
鏡システムは、機能するために電気的／電子的サポート
を必要とする、種々の通常の電気外科デバイスと共に使
用するために適している。これらの電気外科デバイス（
例えば、電気外科発電機および付随する制御器）のため
の電気的／電子的サポートは、別のデバイスとして提供
されるのではなく、本発明の多機能内視鏡システムの画
像化内視鏡のオペレータコンソールに統合される。本発
明の別の実施形態において、画像化内視鏡と電気外科デ
バイスとを一体にするか、またはこれらの両方の機能を
組み合わせる、画像化内視鏡が提供される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多機能内視鏡システムであって、該システムは、
　画像化内視鏡；
　該画像化内視鏡に結合された、オペレータコンソール；
　該画像化内視鏡に結合された、少なくとも１つの電気外科デバイス；および
　該少なくとも１つの電気外科デバイスのための電気的／電子的サポートであって、該オ
ペレータコンソールに統合されている、電気的／電子的サポート、
を備える、システム。
【請求項２】
　前記画像化内視鏡が、１回使用した後に処分され得るように構成されている、請求項１
に記載のシステム。
【請求項３】
　前記画像化内視鏡が、迅速解放機構を介して、前記オペレータコンソールに結合されて
いる、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記少なくとも１つの電気外科デバイスが、１回使用した後に処分され得るように構成
されている、請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記少なくとも１つの電気外科デバイスが、生検デバイス、スネアデバイス、Ｔｏｍｅ
ｓカッター、注入デバイス、プローブデバイス、針ナイフデバイス、スパチュラデバイス
、バスケットデバイス、超音波デバイス、ＲＦデバイス、およびアルゴンプラズマ切除デ
バイスからなる群より選択される、請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　前記少なくとも１つの電気外科デバイスのための前記電気的／電子的サポートが、電気
外科発電機である、請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　前記オペレータコンソールが、メモリを備え、該メモリは、ユーザ情報、ユーザ優先、
前記少なくとも１つの電気外科デバイスのデフォルト設定の型、および電気外科発電機設
定のうちの１つ以上を含む情報を格納する、請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　前記画像化内視鏡および前記少なくとも１つの電気外科デバイスが、一体的に形成され
ている、請求項１に記載のシステム。
【請求項９】
　前記画像化内視鏡が、少なくとも１つの作業チャネルを備え、該作業チャネルを介して
、前記少なくとも１つの電気外科デバイスが挿入される、請求項１に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記オペレータコンソールが、ＲＦＩＤリーダを備え、そして前記少なくとも１つの電
気外科デバイスが、ＲＦＩＤタグを備える、請求項１に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つの電気外科デバイスが、デバイスの型の情報を含む光学メモリを備
える、請求項１に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記オペレータコンソールに結合されたビデオディスプレイをさらに備え、該ビデオデ
ィスプレイは、該オペレータコンソールが前記少なくとも１つの電気外科デバイスの型を
決定した後に、該少なくとも１つの電気外科デバイスに固有のグラフィック表現を提供す
るように構成されている、請求項１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つの電気外科デバイスに固有の前記グラフィック表現が、ユーザが前
記電気的／電子的サポートのエネルギーレベルを選択することを可能にする、請求項１２
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に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記画像化内視鏡が、携帯型制御器を備え、該携帯型制御器は、前記オペレータコンソ
ールに結合されており、そして該携帯型制御器は、該画像化内視鏡および前記少なくとも
１つの電気外科デバイスの動作を制御するように構成されている、請求項１に記載のシス
テム。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つの電気外科デバイスが、前記携帯型制御器において、前記画像化内
視鏡に結合されている、請求項１４に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記携帯型制御器が、前記少なくとも１つの電気外科デバイスのための前記電気的／電
子的サポートを選択的に作動させるように構成されている、請求項１４に記載のシステム
。
【請求項１７】
　前記携帯型制御器が、作動ボタンを備え、該作動ボタンは、人間のオペレータからの入
力を受容し、これによって、前記少なくとも１つの電気外科デバイスのための前記電気的
／電子的サポートを選択的に作動させる、請求項１６に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記携帯型制御器が、携帯型手動制御器を備える、請求項１４に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記オペレータコンソールに結合されたデータ管理システムをさらに備える、請求項１
に記載のシステム。
【請求項２０】
　外科用途において使用するための多機能内視鏡システムであって、該システムは、
　画像化内視鏡；
　該画像化内視鏡に結合されたオペレータコンソール；
　該オペレータコンソールに結合された携帯型制御器；および
　該携帯型制御器に結合した少なくとも１つの外科デバイス、
を備え、
　該携帯型制御器が、該画像化内視鏡および該少なくとも１つの外科デバイスの動作を制
御するように構成されている、システム。
【請求項２１】
　前記少なくとも１つの外科デバイスが、前記画像化内視鏡と一体的に形成されている、
請求項２０に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記携帯型制御器が、回転ノブを備える携帯型手動制御器を備え、該回転ノブは、１つ
のモードにおいて、前記画像化内視鏡の遠位先端を関節運動させるように構成されており
、そして別のモードにおいて、前記少なくとも１つの電気外科デバイスを操作するように
構成されている、請求項２０に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記画像化内視鏡および前記少なくとも１つの外科デバイスが、１回の使用の後に処分
され得るように構成されている、請求項２０に記載のシステム。
【請求項２４】
　前記画像化内視鏡が、迅速解放機構を介して、前記オペレータコンソールに結合されて
いる、請求項２０に記載のシステム。
【請求項２５】
　前記少なくとも１つの外科デバイスが、スパチュラデバイス、針ナイフデバイス、スネ
ア、および鉗子からなる群より選択される、請求項２０に記載のシステム。
【請求項２６】
　外科用途において使用するための多機能内視鏡システムであって、該システムは、
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　画像化内視鏡；
　該画像化内視鏡に結合された携帯型制御器；および
　該画像化内視鏡と一体的に形成された少なくとも１つの外科デバイスであって、該少な
くとも１つの外科デバイスは、該携帯型制御器に結合されている、少なくとも１つの外科
デバイス、
を備え；
　該携帯型制御器は、該画像化内視鏡および該少なくとも１つの外科デバイスの動作を制
御するように構成されている、システム。
【請求項２７】
　前記携帯型制御器が、回転ノブを備える携帯型手動制御機を備え、該回転ノブは、１つ
のモードにおいて、前記画像化内視鏡の遠位先端を関節運動させるように構成されており
、そして別のモードにおいて、前記少なくとも１つの外科デバイスを操作するように構成
されている、請求項２６に記載のシステム。
【請求項２８】
　前記画像化内視鏡および該画像化内視鏡と一体的に形成された前記少なくとも１つの外
科デバイスが、１回の使用の後に処分され得るように構成されている、請求項２６に記載
のシステム。
【請求項２９】
　前記少なくとも１つの外科デバイスが、スパチュラデバイス、針ナイフデバイス、スネ
ア、および鉗子からなる群より選択される、請求項２６に記載のシステム。
【請求項３０】
　オペレータコンソールであって、該オペレータコンソールは、
　画像化内視鏡のためのオペレータコンソール；および
　少なくとも１つの電気外科デバイスのための電気的／電子的サポートであって、該電気
的／電子的サポートは、該オペレータコンソールと統合されている、電気的／電子的サポ
ート、
を備える、オペレータコンソール。
【請求項３１】
　前記少なくとも１つの電気外科デバイスのための前記電気的／電子的サポートが、電気
外科発電機を備える、請求項３０に記載のオペレータコンソール。
【請求項３２】
　前記電気的／電子的サポートが、生検デバイス、スネアデバイス、Ｔｏｍｅｓカッター
、注入デバイス、プローブデバイス、針ナイフデバイス、スパチュラデバイス、バスケッ
トデバイス、超音波デバイス、ＲＦデバイス、およびアルゴンプラズマ切除デバイスから
なる群より選択される少なくとも１つの電気外科デバイスを支持するように構成されてい
る、請求項３０に記載のオペレータコンソール。
【請求項３３】
　前記オペレータコンソールが、メモリを備え、該メモリは、ユーザ情報、ユーザ優先、
前記少なくとも１つの電気外科デバイスの型およびデフォルト設定、ならびに電気外科発
電機の設定のうちの１つ以上を含む情報を格納する、請求項３０に記載のオペレータコン
ソール。
【請求項３４】
　ＲＦＩＤリーダをさらに備える、請求項３０に記載のオペレータコンソール。
【請求項３５】
　前記オペレータコンソールに結合されたビデオディスプレイをさらに備え、該ビデオデ
ィスプレイは、該オペレータコンソールが前記少なくとも１つの電気外科デバイスの型を
決定した後に、該少なくとも１つの電気外科デバイスに固有のグラフィック表現を提供す
るように構成されている、請求項３０に記載のオペレータコンソール。
【請求項３６】
　多機能電気外科システムであって、該システムは、
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　少なくとも１つの電気外科デバイスであって、各電気外科デバイスは、該電気外科デバ
イスの型に関する情報を含むスマートデバイスを備える、少なくとも１つの電気外科デバ
イス；および
　オペレータコンソールであって、該少なくとも１つの電気外科デバイスのための電気的
／電子的サポートを備える、オペレータコンソール、
を備え、
　該オペレータコンソールは、該スマートカードに基づいて、該少なくとも１つの電気外
科デバイスの型を決定するように構成されており、そして該決定に基づいて、該電気的／
電子的サポートを動作させるように構成されている、システム。
【請求項３７】
　前記オペレータコンソールが、前記少なくとも１つの電気外科デバイスについてのデフ
ォルト設定を格納するメモリを備え、そして該オペレータコンソールは、該少なくとも１
つの電気外科デバイスの型を決定した後に、該メモリから、該少なくとも１つの電気外科
デバイスについてのデフォルト設定を検索するようにさらに構成されている、請求項３６
に記載のシステム。
【請求項３８】
　前記スマートデバイスが、前記電気外科デバイスの作業パラメータに関する情報をさら
に含む、請求項３６に記載のシステム。
【請求項３９】
　前記少なくとも１つの電気外科デバイスが、生検デバイス、スネアデバイス、Ｔｏｍｅ
ｓカッター、注入デバイス、プローブデバイス、針ナイフデバイス、スパチュラデバイス
、バスケットデバイス、超音波デバイス、ＲＦデバイス、およびアルゴンプラズマ切除デ
バイスからなる群より選択される、請求項３６に記載のシステム。
【請求項４０】
　前記スマートデバイスが、ＲＦＩＤタグを備え、そして前記オペレータコンソールが、
ＲＦＤＩリーダを備える、請求項３６に記載のシステム。
【請求項４１】
　前記オペレータコンソールが、ビデオディスプレイをさらに備え、該ビデオディスプレ
イは、該オペレータコンソールが前記少なくとも１つの電気外科デバイスの型を決定した
後に、該少なくとも１つの電気外科デバイスに固有のグラフィック表現を提供するように
構成されている、請求項３６に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（発明の分野）
　本発明は、一般には、医療デバイスに関し、そして特定すると、診断用内視鏡に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　（発明の背景）
　疾患の初期の検出および処置のための補助として、規則的な内視鏡検査および引き続く
かまたは同時の内部構造（例えば、消化管および気道（例えば、食道、胃、肺、結腸、子
宮、尿管、腎臓および他の器官系））の処置から生じる、主要な公衆衛生の利益が存在す
ることが、充分に証明されている。このような手順のために使用される、従来の画像化内
視鏡は、可撓性の管から形成されており、この管は、照射光を外部光源から遠位先端へと
方向付ける、光ファイバー光導体を有し、この遠位先端において、この照射光は、この内
視鏡を出て、検査されるべき組織を照射する。遠位先端においてファイバーの束を出る光
の広がりを調節するために、頻繁に、さらなる光学構成要素が組み込まれる。この内視鏡
の近位端でカメラと通信するか、または遠位先端に設置された画像化カメラチップと通信
する、対物レンズおよび光ファイバーの画像化光ガイドは、画像を作成し、この画像は、
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検査者に表示される。さらに、ほとんどの内視鏡は、１つ以上の作業チャネルを備え、こ
の作業チャネルを通って、医療デバイス（例えば、生検鉗子、スネア、閃光プローブ）、
および他の道具が、通過し得る。
【０００３】
　内視鏡を、複雑な蛇行する経路に通して、患者に対して生じる疼痛、副作用、危険、お
よび鎮静を最小にする様式で操縦することは、検査の成功のために重要である。この目的
で、最近の内視鏡は、周囲の組織に対する偏向または摩擦力を最小にしながら、この内視
鏡の遠位先端を、検査中の構造体の経路に従うように偏向させるための手段を備える。制
御ノブのセットの操作によって、このような従来の制御システムの制限（これは、無器用
であり得、非直観的であり得、そして摩擦により制限され得る）にもかかわらず、検査者
は、挿入の間に内視鏡を操縦すること、およびこの内視鏡を、目的の領域に方向付けるこ
とが可能である。
【０００４】
　いくつかの内視鏡手順において、作業チャネルに電気外科具を通すことが望ましい。こ
れらの電気外科器具は、代表的に、別体の無線周波数（ＲＦ）発電機（すなわち、電気外
科発電機）に接続された、別々のデバイスであり、この発電機は、この内視鏡のオペレー
タコンソールから離れている。例えば、ポリープ切除スネアは、ポリープ切除手順を実施
するために使用される、１つのこのようなデバイスである。ポリープ切除手順は、多くの
工程を必要とし、これらの工程としては、例えば、ユーザが結腸に通して内視鏡シャフト
を操縦すること、除去されるべきポリープを同定すること、適切な大きさのポリープ切除
スネアを選択すること、このポリープ切除スネアのケーブルを別体の電気外科発電機に接
続すること、この電気外科発電機の電力レベルを選択すること、この発電機に取り付けら
れている作動フットペダルをユーザの近くに位置決めすること、作業チャネルにポリープ
切除スネアを通すこと、ポリープをスネア内に捕捉すること、内視鏡オペレータコンソー
ルのビデオディスプレイを観察しながらポリープ切除スネアにフットペダルで電力を供給
すること、ポリープを切除すること、フットペダルへの圧力を除くことによってポリープ
切除スネアへの電力を切ること、ポリープ切除スネアを作業チャネルから引き抜くこと、
およびポリープを作業チャネルに通して回収すること（吸引または別の器具を介してかの
いずれか）が挙げられる。
【０００５】
　上記プロセスは、労力および時間を非常に浪費し、そして別々の電気外科器具の費用は
、内視鏡システムと組み合わせて、高く、従って、この医療手順の費用を増加させる。多
くの接続および設定が、外科医または助手によって管理されなければならない。例えば、
外科医は、電気外科発電機（これは代表的に、この外科医の背後にある）の設定を調節す
ると同時に、内視鏡オペレータコンソールのビデオディスプレイを見ることができない。
従って、例えば、発電機の設定が調節を必要とする場合には、看護士に指示が与えられる
。全体として、システムの仕組みは、代表的に小さい空間内に設定されている器具の全て
を相互接続するために、多くの電気コードが必要とされ得る点で、不利であり得る。この
ことは、安全ではない作業環境を与え得る。さらに、電気外科器具に電力を供給するため
のフットペダルは、しばしば、外科医が位置を確認して使用するためには不便である。さ
らに、内視鏡および電気外科発電機は、共通のユーザインターフェースを有さないので、
外科医は、内視鏡のユーザインターフェースと、全ての異なる電気外科デバイスのユーザ
インターフェースとに熟練しなければならない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　これらおよび他の問題を克服するために、１回の手順のために使用され得、そして捨て
られ得る、低費用の画像化内視鏡および付随する電気外科デバイスが、必要とされている
。この内視鏡システムは、１回より多くの作業を実施し得、従って、挿入物がより少ない
こと（この結果、必要とされる投薬が少なくなり、そして患者のより迅速な回復が容易に
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なる）により、改善された単純さおよび使用の容易さ、内視鏡と付随する電気外科デバイ
スとのための共通のユーザインターフェース、増加した効率、より大きい臨床生産性およ
び患者スループット、改善された安全性、ならびに改善された臨床的利点を有するべきで
ある。さらに、改善されたデータ収集管理システム（すなわち、各手順の全ての局面の迅
速かつ正確な電子的記録）を有する内視鏡システムを提供することが、有利である。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　（発明の要旨）
　上記目的および他の目的を達成するために、本発明の１つの実施形態に従って、電気外
科用途において使用するための多機能内視鏡システムが提供される。このシステムは、一
般に、４つの要素（画像化内視鏡、この画像化内視鏡に結合されたオペレータコンソール
、この画像化内視鏡に結合された少なくとも１つの電気外科デバイス、およびこのオペレ
ータコンソールに統合される、この少なくとも１つの電気外科デバイスのための電気的／
電子的サポート（例えば、電気外科発電機および付随するコンソール））を備える。従っ
て、少なくとも１つの電気外科デバイスのための電気的／電子的サポートは、別体のデバ
イスとして提供されるのではなく、画像化内視鏡のためのオペレータコンソールと統合さ
れて提供される。
【０００８】
　本発明の別の実施形態に従って、画像化内視鏡および／または少なくとも１つの電気外
科デバイスは、１回の使用の後に処分され得るように構成されている。
【０００９】
　本発明の別の実施形態に従って、少なくとも１つの電気外科デバイスは、生検デバイス
、スネアデバイス、Ｔｏｍｅｓカッター、注入デバイス、プローブデバイス、針ナイフデ
バイス、スパチュラデバイス（広い領域の切除のため）、バスケットデバイス、超音波デ
バイス、ＲＦデバイス、およびアルゴンプラズマ切除デバイスのうちの、いずれか１つで
あり得る。
【００１０】
　本発明のなお別の実施形態に従って、少なくとも１つの電気外科デバイスは、その型（
例えば、ＩＤ）情報を含む光学メモリまたはＲＦＩＤタグを備え得、そしてオペレータコ
ンソールは、この型の情報を読み取るための手段を備え得、これによって、オペレータコ
ンソールメモリに格納されたような同定された電気外科デバイスに対応する設定を検索す
る。
【００１１】
　本発明のさらなる実施形態に従って、画像化内視鏡および少なくとも１つの電気外科デ
バイスは、一体的に形成される。
【００１２】
　本発明のなお別の実施形態に従って、画像化内視鏡は、少なくとも１つの作業チャネル
を備え、この作業チャネルを通して、少なくとも１つの電気外科デバイスが挿入される。
【００１３】
　本発明の別の実施形態に従って、多機能内視鏡システムは、オペレータコンソールに結
合されたビデオディスプレイをさらに備える。このビデオディスプレイは、オペレータコ
ンソールが少なくとも１つの電気外科デバイスの型を決定した後に、この少なくとも１つ
の電気外科デバイスに固有のグラフィック表現を提供するように構成されている。
【００１４】
　本発明の別の実施形態に従って、画像化内視鏡は、携帯型制御器を備え、この携帯型制
御器は、オペレータコンソールに結合されている。この携帯型制御器は、画像化内視鏡の
みでなく、少なくとも１つの電気外科デバイスの動作をも制御するように、構成されてい
る。本発明のさらなる局面において、少なくとも１つの電気外科デバイスは、この携帯型
制御器において、画像化内視鏡に結合されている。本発明のなおさらなる局面において、
この携帯型制御器は、ユーザが、少なくとも１つの電気外科デバイスのための電気的／電
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子的サポートを選択的に動作させることを可能にするように構成されている。
【００１５】
　本発明のなお別の実施形態に従って、外科用途において使用するための多機能内視鏡シ
ステムが提供され、このシステムは、一般に、４つの要素（画像化内視鏡、この画像化内
視鏡に結合されたオペレータコンソール、このオペレータコンソールに結合された携帯型
制御器、およびこの携帯型制御器に結合された少なくとも１つの外科デバイス）を備える
。この携帯型制御器は、画像化内視鏡のみでなく、少なくとも１つの外科デバイスの動作
をも制御するように構成されている。
【００１６】
　本発明の別の実施形態に従って、外科用途において使用するための多機能内視鏡システ
ムが提供される。このシステムは、画像化内視鏡；この画像化内視鏡に結合された携帯型
制御気；この画像化内視鏡と一体的に形成された少なくとも１つの外科デバイスを備える
。この少なくとも１つの外科デバイスは、この携帯型制御器に結合されている。この携帯
型制御器は、画像化内視鏡および少なくとも１つの外科デバイスの動作を制御するように
、構成されている。
【００１７】
　本発明のさらなる実施形態に従って、画像化内視鏡のためのオペレータコンソールが提
供される。このコンソールは、少なくとも１つの電気外科デバイスのための電気的／電子
的サポートを、統合して備える。１つの実施形態において、この電気的／電子的サポート
は、少なくとも１つの電気外科デバイスのための電気外科発電機である。
【００１８】
　本発明のなお別の実施形態に従って、多機能電気外科システムが提供される。このシス
テムは、少なくとも１つの電気外科デバイス、およびこの少なくとも１つの電気外科デバ
イスのための電気的／電子的サポートを有するオペレータコンソールを備える。この少な
くとも１つの電気外科デバイスの各々は、この電気デイバスの型、およびおそらく作業パ
ラメータに関する情報を含む、スマートデバイス（例えば、ＲＦＩＤタグ）を備える。オ
ペレータコンソールは、このスマートカードに基づいて、少なくとも１つの電気外科デバ
イスの型（およびおそらく、作業パラメータ）を決定し、これによって、この決定に基づ
いて、電気的／電子的サポートを動作させるように、構成される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　本発明の上記局面および付随する利点の多くは、本発明が、添付の図面と組み合わせて
以下の詳細な説明を参照することによってよりよく理解されると、より容易に理解される
。
【００２０】
　（好ましい実施形態の詳細な説明）
　本発明は、電気外科用途において使用するための、多機能内視鏡システムである。この
多機能内視鏡システムは、画像化内視鏡を備え、この画像化内視鏡は、種々の電気外科デ
バイスと組み合わせて使用され得、これらの電気外科デバイスの全ては、これらの内視鏡
および電気外科デバイスが単回使用の使い捨て物品とみなされるように、製造が充分に安
価である。本発明の多機能内視鏡システムは、代表的に画像化内視鏡と組み合わせて使用
され、そして機能するために電気的／電子的サポートを必要とする、種々の通常の電気外
科デバイスと共に使用するために適している。これらの電気外科デバイスのための電気的
／電子的サポート（例えば、電気外科発電機および付随する制御器）は、代表的な内視鏡
システムにおいてのように別のデバイスとして提供されるのではなく、本発明の多機能内
視鏡システムの画像化内視鏡のオペレータコンソールに統合され得る。本発明の別の実施
形態において、一体化された画像化内視鏡が提供され、この内視鏡は、１つの装置に、画
像化内視鏡と電気外科デバイスとの両方の機能を一体化する。この一体化画像化内視鏡は
、この内視鏡が単回使用の使い捨て物品とみなされるように、製造が充分に安価である。
【００２１】
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　図１は、本発明の１つの実施形態に従う、電気外科用途において使用するための例示的
な多機能内視鏡システム１００の機能ブロック図を図示する。多機能内視鏡システム１０
０は、オペレータコンソール１１０を備え、このオペレータコンソールは、ビデオディス
プレイ１１２、キーボード１１４、接地パッド１１６、およびデータ管理システム１１８
に電気的に接続されている。多機能内視鏡システム１００は、流体供給源１２０、減圧供
給源１２２、空気供給源１２４、および単回使用画像化内視鏡１２６をさらに備え、これ
らは全て、オペレータコンソール１１０に、電気的に、機械的に、そして流体的に接続さ
れており、そして画像化内視鏡１２６に電気的に、機械的に、そして流体的に接続された
電気外科デバイス１２８をさらに備える。
【００２２】
　オペレータコンソール１１０は、コンソールプロセッサ１３０、電気外科発電機１３２
、接地センサ１２４、メモリ１３６、アラーム１３８、および任意の無線周波数同定（Ｒ
ＦＤＩ）リーダ１４０をさらに備える。ビデオディスプレイ１１２は、グラフィカルユー
ザインターフェース（ＧＵＩ）１４２をさらに備え、これは、ユーザの入力を受容するた
めの、タッチスクリーンを備え得る。画像化内視鏡１２６は、携帯型手動制御器１４４お
よびアラーム１４６をさらに備える。電気外科デバイス１２８は、任意のメモリ１４８お
よび任意のＲＦＩＤタグ１５０をさらに備える。オペレータコンソール１１０、画像化内
視鏡１２６、電気外科デバイス１２８、および携帯型手動制御器１１４のさらなる詳細は
、図２～図６を参照して見出される。
【００２３】
　オペレータコンソール１１０は、一般に、特殊目的の電子的および電気機械的装置とし
て記載され、これは、コンソールプロセッサ１３０を介して、多機能内視鏡システム１０
０の全ての機能を容易にし、処理し、そして管理する。コンソールプロセッサは、標準的
なマイクロプロセッサデバイス（Ｐｈｉｌｉｐｓ　８０５１　８ビットマイクロコントロ
ーラまたはＭｏｔｏｒｏｌａ　６８１６　１６ビットマイクロコントローラ）の代表であ
る。コンソールプロセッサ１３０は、例えば、画像化内視鏡１２６およびその付随する画
像化エレクトロニクス（図示せず）の動作を管理して、画像を作成し、そして／または受
信した画像をユーザによる観察のために画像化内視鏡１２６内の画像センサからビデオデ
ィスプレイ１１２へと移動させるため、電気外科デバイス１２８の動作、電気外科発電機
１３２の動作、ならびにデータ管理システム１１８へおよびデータ管理システム１１８か
らのデータ移動のための、ソフトウェアをロードされている。
【００２４】
　さらに、オペレータコンソール１１０は、画像化内視鏡１２６への物理的接続部、遠隔
データ管理システム１１８へのネットワーク接続部、ならびに流体供給源１２０、減圧供
給源１２２、および空気供給源１２４への接続部を備える。これらの供給源は、空気、減
圧、膨張気体および／または膨張液体の供給源の代表である。流体としては、例えば、洗
浄液、医薬、および組織をマーキングするための色素が挙げられる。
【００２５】
　ビデオディスプレイ１１２およびキーボード１１４は、コンピュータなどと共に使用さ
れる、標準的なＩ／Ｏデバイスである。ビデオディスプレイ１１２は、任意の特殊用途デ
ィスプレイデバイスまたは従来のコンピュータディスプレイデバイス（例えば、コンピュ
ータモニタまたはフラットパネルディスプレイ）であり、これは、例えば、ＧＵＩ　１４
２を介してユーザにグラフィック画像を出力し、多機能内視鏡システム１００の種々の機
能の、システムに固有のグラフィック表現または器具に固有のグラフィック表現を提供す
る。さらに、ビデオディスプレイ１１２のＧＵＩ　１４２は、ユーザの入力を受容するた
めの、タッチスクリーンを備えるように構成され得る。
【００２６】
　電気外科発電機１３２は、電気外科において使用される、市販のデバイスまたは注文設
計のデバイスの代表であり、この電気外科において、高周波エネルギーが、身体組織にお
いて切断および／または凝固を生じるために、使用される。より具体的には、電気外科発



(10) JP 2008-514363 A 2008.5.8

10

20

30

40

50

電機１３２は、低周波数の交流電流から高周波数の電気外科電流（すなわち、無線周波数
エネルギー）を網羅する機械である。電気外科発電機１３２は、高周波数の電気外科電流
を、電気外科デバイス１２８に提供し得る。電気外科発電機１３２は、代表的な内視鏡シ
ステムにおいてそうであるように別のデバイスとして提供されるのではなく、オペレータ
コンソール１１０の装置に物理的に一体化される。
【００２７】
　接地センサ１３４は、接地パッド１１６が患者に適切に取り付けられているか否かを感
知するために使用される。接地パッド１１６および接地センサ１３４は、電気外科デバイ
ス１２８が単極デバイスである場合に必要とされるので、電気外科デバイス１２８が双極
デバイスである場合には、使用されない。単極の電気外科デバイスとは、デバイスの能動
電極が、回路を完成させるために、望ましいパッド（すなわち、接地パッド１１６）の使
用を必要とする、デバイスである。対照的に、双極の電気外科デバイスとは、そのデバイ
スが、能動電極と復帰電極との両方を１つのハンドピースに有するデバイスである。
【００２８】
　メモリ１３６は、市販の不揮発性の書き込み可能／読み取り可能コンピュータメモリデ
バイス（例えば、任意の標準的なＦＬＡＳＨメモリデバイス）である。メモリ１３６の書
き込み／読み取り操作は、コンソールプロセッサ１３０を介して制御される。メモリ１３
６は、情報の局所格納として働き、この情報は、引き続いて、データ管理システム１１８
に／データ管理システム１１８から移動され得るか、またはユーザに表示され得る。メモ
リ１３６に格納される情報の型は、例えば、ユーザ情報、ユーザ優先、取り付けられた電
気外科デバイスの型およびデフォルト設定、ならびに電気外科発電機１３２の設定（例え
ば、エネルギーレベルおよび電流の持続時間）である。メモリ１３６に格納される情報は
、データ管理システム１１８に伝達され得、そして例えば、任意の望ましい追跡操作を実
施するため、または手順の報告を作成するために、使用され得る。データ管理システム１
１８は、任意の標準的な有線または無線のデータリンクによって、１つ以上の多機能内視
鏡システム１００にネットワーク接続される、集中収納場所の代表である。
【００２９】
　オペレータコンソール１１０のアラーム１３８および画像化内視鏡１２６のアラーム１
４６は、任意の標準的な可聴および／または可視のアラーム機構（例えば、オーディオス
ピーカーおよび／または光源）の代表である。アラーム１３８およびアラーム１４６を誘
発し得る状態は、例えば、接地センサ１３４が、設置パッド１１６が患者に適切に取り付
けられていないことを感知すること、あるいは流体供給源１２０、減圧供給源１２２、空
気供給源１２４、画像化内視鏡１２６、または電気外科デバイス１２８への、電気的接続
部または機械的接続部が適切に接続されていないことである。可視アラームの指示は、ビ
デオディスプレイ１１２を介して、ＧＵＩ　１４２によってもまた提供され得る。
【００３０】
　画像化内視鏡１２６は、患者の管または中空期間の内部の検査を可能にする器具である
。画像化内視鏡１２６は、照射機構（図示せず）、画像センサ（図示せず）、および細長
シャフト（図示せず）をさらに備え、この細長シャフトは、内部に位置する１つ以上の管
腔を有する。画像化内視鏡１２６は、単回使用の使い捨て物品とみなされ得るように、製
造が充分に安価であるように設計され得る。このような物品は、例えば、Ｓｃｉｍｅｄ　
Ｌｉｆｅ　Ｓｙｓｔｅｍｓ，Ｉｎｃ．（現在、Ｂｏｓｔｏｎ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ　Ｓ
ｃｉｍｅｄ，Ｉｎｃ．）に譲渡された、米国特許出願番号１０／８１１，７８１（２００
４年３月２９日出願）、米国特許出願番号１０／４０６，１４９（２００３年４月１日出
願）、および米国特許出願番号１０／９５６，００７（２００４年９月３０日出願）を参
照して記載され、これらの米国特許出願は、本明細書中に参考として援用される。’００
７特許出願は、多数のアクチュエータを有する再使用可能な制御キャビネットを備える、
内視鏡画像化システム、または軽量内視鏡の配向を制御する内視鏡上の手動制御器を記載
する。この内視鏡は、１人の患者に対して使用され得、次いで、処分され得る。この内視
鏡は、照射機構、画像センサ、および細長シャフトを備え、この細長シャフトは、内部に
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位置する１つ以上の管腔を有する。この内視鏡の遠位端の関節運動接合部は、この遠位端
が、制御キャビネット内のアクチュエータによって配向されることを可能にする。画像化
内視鏡１２６のさらなる詳細は、図２～図６を参照して見出される。
【００３１】
　画像化内視鏡１２６の携帯型手動制御器１４４は、オペレータコンソール１１０に電気
的および機械的に接続された、携帯型デバイスである。携帯型手動制御気１４４は、人オ
ペレータからの入力を、標準的な押しボタン、回転ノブ、ジョイスティック、または他の
起動デバイスを介して、単一でかまたは組み合わせで受容して、画像化内視鏡１２６およ
び電気外科デバイス１２８の動作を制御する。画像化内視鏡１２６の携帯型手動制御器１
４４は、電気外科デバイス１２８を、オペレータコンソール１１０、続いて電気外科発電
機１３２に接続するための直接的な電気的接続ポートを提供する。携帯型手動制御器１４
４のさらなる詳細は、図２～図６を参照して見出される。
【００３２】
　電気外科デバイス１２８は、内視鏡と組み合わせて使用される、通常の電気外科医療デ
バイスまたはこれから開発される電気外科医療デバイスの代表であり、例えば、生検デバ
イス、スネアデバイス、Ｔｏｍｅｓカッター、注入デバイス、プローブデバイス、針ナイ
フデバイス、スパチュラデバイス（広範囲の切除のため）、バスケットデバイス、超音波
デバイス、ＲＦデバイス、およびアルゴンプラズマ切除デバイス（これは、アルゴン供給
源を必要とする）であるが、これらに限定されない。これらのデバイスは、内視鏡におい
て機能するために、電気的／電子的サポートを必要とする。電気外科デバイス１２８のた
めの電気的／電子的サポート（すなわち、電気外科発電機１３２および付随するコンソー
ル）は、代表的な内視鏡システムにおいてそうであるように別のデバイスとして提供され
るのではなく、多機能内視鏡システム１００のオペレータコンソール１１０に統合される
。任意のメモリ１４８または任意のＲＦＩＤタグ１５０のいずれかが、デバイス情報（例
えば、デバイスの型の識別および付随するデフォルト動作設定）を提供するための手段と
して、電気外科デバイス１２８に設置され得る。任意のメモリ１４８の場合、このメモリ
は、例えば、任意の市販の不揮発性リードオンリーメモリ（ＲＯＭ）であり、この情報は
、コンソールプロセッサ１３０に直接伝達され、そしてコンソールプロセッサ１３０によ
って処理される。任意のＲＦＩＤタグ１５０の場合、ユーザは、オペレータコンソール１
１０の任意のＲＦＩＤリーダ１４０のすぐ近くで電気外科デバイス１２８を強打しなけれ
ばならず、これにより、コンソールプロセッサ１３０によって情報が抽出され、次いで処
理される。画像化内視鏡１２６と同様に、電気外科デバイス１２８は、単回使用の使い捨
て物品とみなされるように、製造が充分に安価である。電気外科デバイス１２８のさらな
る詳細は、図４～図６を参照して見出される。
【００３３】
　オペレータコンソール１１０の任意のＲＦＩＤリーダ１４０は、電気外科デバイス１２
８の任意のＲＦＩＤタグ１５０と組み合わせて使用される。任意のＲＦＩＤタグ１５０は
、周知の電子製品コード（ＥＰＣ）デバイスであり、これは、独特の、工場でプログラム
された識別コードを提供する。任意のＲＦＩＤタグ１５０は、例えば、低周波数のバッテ
リのないトランスポンダデバイスであり、ビデオ波を介して読み取られる。任意のＲＦＩ
Ｄタグ１５０の一例は、Ｔｅｘａｓ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ　Ｉｎｃ（Ｄｅｌｌａｓ，
ＴＸ）により製造されるＲＦＩＤタグである。代表的に、９６ビットまでの情報が、ＲＦ
ＩＤタグに格納される。これらの９６ビットは、製品情報（例えば、製品名、製造業者、
および４０ビットのシリアルナンバー）を提供する。任意のＲＦＩＤタグ１５０は、読み
取り専用デバイスであっても、プログラムされ得る読み取り／書き込みデバイスであって
もよい。任意のＲＦＩＤタグ１５０上の、工場でプログラムされた識別コード（例えば、
ＥＰＣ）は、オペレータコンソール１１０内に位置する任意のＲＦＩＤリーダ１４０を介
して抽出され得る。任意のＲＦＩＤリーダ１４０は、ＲＦ送受信機、およびＲＦＩＤトラ
ンスポンダ（例えば、任意のＲＦＩＤタグ１５０）と通信するアンテナから形成される、
電子デバイスである。任意のＲＦＩＤリーダ１４０は、ビデオ波を介して任意のＲＦＩＤ



(12) JP 2008-514363 A 2008.5.8

10

20

30

40

50

タグ１５０を走査し、そしてその情報を、コンソールプロセッサ１３０を介して、メモリ
１３６またはデータ管理システム１１８へとデジタル形態で通す、デバイスである。ＲＦ
ＩＤリーダの例示的な製造業者としては、Ａｎｔｅｎｏｖａ　Ｌｔｄ．（Ｃａｍｂｒｉｄ
ｇｅ，ＥｎｇｌａｎｄおよびＢａｎｃｏｌｉｎｉ（Ｂｏｌｏｇｎａ，Ｉｔａｌｙ）が挙げ
られる。
【００３４】
　図２は、本発明の第一の実施形態に従う、画像化内視鏡１２６の斜視図を図示する。図
２は、画像化内視鏡１２６が、内視鏡近位シャフト２１０を備え、この内視鏡近位シャフ
トは、一端において、内視鏡近位コネクタ２１２に電気的に、機械的に、そして流体的に
接続され、そして反対側の端部において、携帯型手動制御器１４４のポートに電気的に、
機械的に、そして流体的に接続されることを示す。画像化内視鏡１２６は、内視鏡遠位シ
ャフト２１４をさらに備え、この内視鏡遠位シャフトとは、一端において、携帯型手動制
御器１４４のポート（これは、図３を参照してさらに詳述される）に、電気的に、機械的
に、そして流体的に接続され、そして患者の身体内に進むために反対側の端部に位置する
、内視鏡遠位先端１２６を有する。
【００３５】
　内視鏡近位コネクタ２１２のハウジングは、適切に軽量化された、剛性の材料（例えば
、成型プラスチック）から形成される。内視鏡近位コネクタ２１２は、全ての電気的接続
、機械的接続、および流体／空気／減圧接続を行いそして切り離すための、迅速解放機構
を提供する。この迅速解放機構は、内視鏡近位コネクタ２１２が、オペレータコンソール
１１０の外側に容易に固定されることを可能にする。内視鏡近位コネクタ２１２は、ワイ
ヤおよび管（図示せず）を備え、これらのワイヤおよび管は、内視鏡近位シャフト２１０
をとおり、次いで携帯型手動制御器１４４を通り、次いで内視鏡遠位シャフト２１４を通
り、次いで内視鏡遠位先端２１６に至る。
【００３６】
　内視鏡近位シャフト２１０および内視鏡遠位シャフト２１４は、適切に軽量化された可
撓性材料（例えば、ポリウレタン）から形成される。内視鏡近位シャフト２１０および内
視鏡遠位シャフト２１４は、内部に位置する１つ以上の管腔、および内部に位置する配線
を有し、これらのシャフトは、例えば、作業チャネル、ボーラス洗浄機構、ジェット洗浄
機構、またはレンズ洗浄機構を支持し、そして内視鏡遠位先端２１６に位置する照射機構
および画像センサを有する。携帯型手動制御器１４４および内視鏡遠位シャフト２１４の
内部にはまた、患者内に進むために内視鏡の遠位先端２１６を関節運動させるための、電
気機構および機械機構が備えられる。
【００３７】
　図３は、本発明の実施形態に従う、携帯型手動制御器１４４の斜視図を図示する。図３
は、携帯型手動制御器１４４が、制御器ハウジング３１０を備えることを示し、この制御
器ハウジングは、適切に軽量化された、剛性の材料（例えば、成型プラスチック）から形
成される。制御器ハウジング３１０は、一端において、内視鏡近位シャフト２１０に電気
的に、機械的に、そして流体的に接続され、そして反対側の端部において、内視鏡遠位シ
ャフト２１４に接続される。携帯型手動制御器１４４の制御器ハウジング３１０の内部に
は、複数の制御ボタン３１２、複数の回転ノブ２１４、作業チャネルアクセスポート３１
６、内視鏡電気コネクタ３１８、および医療デバイス作動ボタン３２０が設置され、これ
らの制御ボタンは、外科医が、内視鏡の機能（例えば、内視鏡遠位先端２１６での写真の
撮影、光の作動、水の作動、空気の作動、または吸引の作動）を操作することを可能にし
、これらの回転ノブは、患者の内部に進めるために、内視鏡遠位先端２１６の関節運動を
制御するためのものであり、この作業チャネルアクセスポートは、任意の治療器具または
診断器具を、内視鏡遠位シャフト２１４の作業チャネルに挿入することを可能にし、この
内視鏡電気コネクタは、信号Ｉ／Ｏおよび電気外科デバイス１２８の電源をオペレータコ
ンソール１１０に接続するために、好都合に配置された電気接続機構を提供し、そしてこ
の医療デバイス作動ボタンは、電気外科デバイス１２８に電流を供給する電気外科発電機
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１３２を作動させるためのものである。さらに、携帯型手動制御器１４４の制御器ハウジ
ング３１０の内部には、図１に関してより詳細に記載されたような、アラーム１４６が設
置される。
【００３８】
　医療デバイス作動ボタン３２０は、電気外科発電機１３２を作動させるための、好都合
に配置された機構である。医療デバイス作動ボタン３２０は、例えば、別体のフットペダ
ルデバイスの代わりとなる。別体のフットペダルデバイスは、代表的に、好都合には配置
されず、そして代表的な内視鏡システムに関連して動作するために、厄介であり得る。
【００３９】
　携帯型手動制御器１４４は、画像化内視鏡１２６および電気外科デバイス１２８の動作
を制御するために、標準的な制御ボタン３１２、回転ノブ３１４、医療デバイス作動ボタ
ン３２０または他の作動デバイスを介して、単一でかまたは組み合わせて、人オペレータ
からの入力を受容する、携帯型の制御器である。携帯型手動制御器１４４は、必要に応じ
て、接地パッド１６６を接続するための接地接続ポート（図示せず）を提供し得る。回転
ノブ３１４（ならびに制御ボタン３１２および医療デバイス作動ボタン３２０）の代替ま
たは追加として、携帯型手動制御器１４４は、多位置スイッチ、またはジョイスティック
型スイッチを備えて、内視鏡遠位先端２１６の動作もしくは関節運動を制御し得るか、ま
たは内視鏡もしくは外科手術用医療デバイスの種々の機能を作動させ得る。本発明におい
て使用するために適した、多位置スイッチのいくつかの例示的な実施形態は、上で本明細
書中に参考として援用された、’００７特許出願に開示されている。１つの実施形態にお
いて、このような多位置スイッチは、電気外科デバイス１２０についての動作設定（例え
ば、電気外科発電機１３２のエネルギーレベルおよび時間持続設定）を変更するために、
さらに構成され得、そしてそのように使用され得る。
【００４０】
　図４は、本発明の実施形態に従う、電気外科デバイス１２８の斜視図を図示する。電気
外科デバイス１２８は、内視鏡の作業チャネルに挿入するための、代表的な電気外科医療
デバイスを代表する。例示的な電気外科医療デバイスとしては、生検デバイス、スネアデ
バイス。Ｔｏｍｅｓカッター、または注入デバイスもしくはプローブデバイス、あるいは
他の方の超音波デバイス、またはＲＦデバイスが挙げられるが、これらに限定されない。
【００４１】
　図４は、電気外科デバイス１２０が、本体４１０、作業チャネルアダプタ４１２、デバ
イスシャフト４１４、およびアクチュエータハンドル４１８を備えることを示す。この作
業チャネルアダプタは、テーパ状であり、その結果、携帯型手動制御器１４４の作業チャ
ネルアクセスポート３１６に容易に嵌合する。このデバイスシャフトは、デバイス遠位先
端４１６を有する。アクチュエータハンドル４１８は、本体４１０内に設置され、そして
デバイスシャフト４１４に沿って延びてデバイス遠位先端４１６から出る特殊器具を作動
させるために使用される。本体４１０の内部または表面にはまた、図１に関してより詳細
に記載されたような、任意のメモリ１４８または任意のＲＦＩＤタグ１５０が設置され得
る。最後に、電気外科デバイス１２８は、デバイスケーブル４２０を備え、このデバイス
ケーブルは、一端において、本体４１０に電気的および機械的に接続され、そして反対側
の端部において、デバイス電気コネクタ４２２に接続される。電気外科デバイス１２８は
、単回使用の使い捨て物品とみなされるように、製造が充分に安価である。
【００４２】
　デバイスケーブル４２０におけるデバイス電気コネクタ４２２は、任意の標準的なコネ
クタであり、電気外科デバイス１２８の信号Ｉ／Ｏおよび電力を、携帯型手動制御器１４
４の内視鏡電気外科コネクタ３１８へ、続いてオペレータコンソール１１０へと接続する
ための、好都合な電気接続機構を提供する。デバイスケーブル４２０の長さは、実用的で
あるために適切に短くされる。なぜなら、携帯型手動制御器１４４の内視鏡電気外科コネ
クタ３１８（この中に、デバイス電気コネクタ４２２が接続される）は、図５を参照して
より詳細に示されるように画像化内視鏡１２６内に設置される場合に、電気外科デバイス
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１２８の近くに位置し得るからである。デバイスケーブル４２０の長さは、代表的な内視
鏡システムにおいてそうであるような標準的な電気外科デバイスを別対の電気外科発電機
コンソールに接続するために必要とされる代表的なケーブルと比較して、適切に短い。そ
の結果、長さが短いケーブル４２０は、従来のデバイスの長い厄介なケーブルに取って代
わる。
【００４３】
　図５は、本発明による例示的な多機能内視鏡システム１００の斜視図を図示する。より
具体的には、図５は、オペレータコンソール１１０と共に使用中の、画像化内視鏡１２６
および電気外科デバイス１２８を示し、これらは両方とも、使い捨て要素である。画像化
内視鏡１２６は、内視鏡近位コネクタ２１２を介して、オペレータコンソール１１０の片
側に電気的および機械的に接続される。内視鏡近位コネクタ２１２は、例えば、配管を介
して、流体供給源１２０に流体接続される。類似の様式で、内視鏡近位コネクタ２１２は
、減圧供給源１２２（図示せず）または空気供給源１２４（図示せず）に接続され得る。
【００４４】
　電気外科デバイス１２８は、デバイスケーブル４２０の端部のデバイス電気コネクタ４
２２（図示せず）を介して、画像化内視鏡１２６に電気的および機械的に接続される。こ
のコネクタは、携帯型手動制御器１４４の内視鏡電気制御器３１８（図示せず）に差し込
まれる。画像化内視鏡１２６と電気外科デバイス１２８との両方のための電気的／電子的
接続は、携帯型手動制御器１４４を介して容易にされ、そして内視鏡近位シャフト２１０
（図示せず）および内視鏡近位コネクタ２１２を介して、支持エレクトロニクス（例えば
、オペレータコンソール１１０内の電気外科発電機１３２）に進む。
【００４５】
　さらに、図５は、携帯型手動制御器１４４の作業チャネルアクセスポート３１６に挿入
された、電気外科デバイス１２８のデバイスシャフト４１４を示す。これによって、デバ
イスシャフト４１４は、内視鏡近位シャフト２１４の作業チャネルの長さに沿って延び得
、その結果、デバイス遠位先端４１６（図示せず）は、内視鏡遠位先端２１６から延び得
る。
【００４６】
　図１～図５を参照して、多機能内視鏡システム１００の例示的な動作が、以下に記載さ
れる。ユーザ（外科医、看護士、または他の助手であり得る）は、画像化内視鏡１２６を
、内視鏡近位コネクタ２１２を介してオペレータコンソール１１０の側面に取り付け、そ
してオペレータコンソール１１０を作動させる。ユーザ情報が、メモリ１３６に、例えば
、キーボード１１４による手での入力を介して捕捉および格納され得るか、またはデータ
管理システム１１８からダウンロードされ得る。ユーザは、全ての必要とされる流体供給
源、気体供給源、空気供給源、または減圧供給源（例えば、流体供給源１２０、減圧供給
源１２２、空気供給源１２４など）が、利用可能であることを確認する。外科医は、内視
鏡遠位先端２１６を患者に導入し、そして携帯型手動制御器１４４の回転ノブ３１４を使
用することによって、標的部位がビデオディスプレイ１１２上で可視化され得るような時
点まで、この内視鏡遠位先端を進める。適切な型の電気外科デバイス１２８が、実施され
る医療手順に依存して、選択される。電気外科デバイス１２８のデバイスシャフト４１４
は、携帯型手動制御器１４４の作業チャネルアクセスポート３１６に挿入され、そしてデ
バイス遠位先端４１６が内視鏡遠位先端２１６から出、そしてビデオディスプレイ１１２
上に可視化されるような時点まで、進められる。電気外科デバイス１２８が単極デバイス
である場合、接地パッド１１６が、患者に配置される。電気外科デバイス１２８のデバイ
ス電気コネクタ４２２は、携帯型手動制御器１４４の内視鏡電気コネクタ３１８に接続さ
れる。任意のメモリ１４８が、電気外科デバイス１２８に存在する場合、コンソールプロ
セッサが、そのデバイス情報を読み取り、そしてこの情報を、オペレータコンソール１１
０のメモリ１３６に格納する。そうでなければ、デバイス情報を得るために、電気外科デ
バイス１２８の任意のＲＦＩＤタグ１５０が、オペレータコンソール１１０の任意のＲＦ
ＩＤリーダ１４０によって手動で走査され得る。メモリ１３６に格納されたデバイス情報
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を使用して、特定の電気外科デバイス１２８のデフォルト設定が、ＧＵＩ　１４２を介し
てユーザに表示され、そしてユーザは、これらの設定を調節することを決定し得る。次い
で、医療手順が、画像化内視鏡１２６の機能を管理するために携帯型手動制御器１４４の
制御ボタン３１２および回転ノブ３１４を操作している外科医によって；電気外科デバイ
ス１２８のアクチュエータを操作するために電気外科デバイス１２８のアクチュエータハ
ンドル４１８を操作している看護士もしくは助手によって；そして電気外科デバイス１２
８の活性要素を駆動する電気外科発電機１３２からの電流を活性化させるために携帯型手
動制御器１４４の医療デバイス作動ボタン３２０を操作している外科医によって、実施さ
れる。この医療手順が完了した後に、電気外科デバイス１２８は、画像化内視鏡から引き
抜かれ、画像化内視鏡１２６は、患者から引き抜かれ、そして画像化内視鏡１２６の内視
鏡近位コネクタ２１２は、迅速解放機構を介して、オペレータコンソール１１０の側面か
ら外される。画像化内視鏡１２６および電気外科デバイス１２８は、適切に処分される。
【００４７】
　この医療手順全体にわたって、データが、コンソールプロセッサ１３０にロードされた
ソフトウェアの制御下で、メモリ１３６にログインされている。この医療手順が完了した
後に、ユーザは、データ移動操作を開始して、さらなる処理のために、手順データをオペ
レータコンソール１１０からデータ管理システム１１８へと伝達し得る。多機能内視鏡シ
ステム１００を使用する例示的な詳細な方法が、図６を参照して、より詳細に記載される
。
【００４８】
　図６は、本発明の実施形態に従う、ポリープ切除手順において多機能内視鏡システム１
００を使用する例示的な方法６００の流れ図を図示する。方法６００および多機能内視鏡
システム１００は、ポリープ切除手順に限定されない。当業者は、方法６００の方法工程
が、種々の型の電気外科デバイスを使用する種々の医療デバイスのいずれかに適用される
ように、容易に適合され得ることを理解する。方法６００は、以下の工程を包含する：
　工程６１０：内視鏡を接続し、そしてオペレータコンソールを作動させる
　この工程において、ユーザ（外科医、看護士、または他の助手であり得る）は、画像化
内視鏡１２６の内視鏡近位コネクタ２１２を、オペレータコンソール１１０の側面に取り
付け、そしてオペレータコンソール１１０を作動させる。方法６００は、工程６１２に進
む。
【００４９】
　工程６１２：ユーザ情報を捕捉
　この工程において、ユーザ情報（例えば、ユーザの名前）が、例えば、キーボード１１
４での手での入力を介して捕捉されるか、またはデータ管理システム１１８からダウンロ
ードされ、そしてメモリ１３６に格納される。方法６００は、工程６１４に進む。
【００５０】
　工程６１４：患者に挿管
　この工程において、外科医は、画像化内視鏡１２６の内視鏡遠位先端２１６を患者の体
腔に導入し進めることによって、患者に挿管する。方法６００は工程６１６に進む。
【００５１】
　工程６１６：除去されるべきポリープの可視化の達成
　この工程において、外科医は、画像化内視鏡１２６の内視鏡遠位先端２１６を、携帯型
手動制御器１４４の制御ボタン３１２および回転ノブ３１４を使用することによって、除
去されるべきポリープが内視鏡遠位先端２１６で可視化され、そしてその画像がビデオデ
ィスプレイ１１２でユーザに表示されるような時点まで、患者内に進める。方法６００は
、工程６１８に進む。
【００５２】
　工程６１８：適切なポリープ切除スネアを選択
　この工程において、外科医は、適切な型の電気外科デバイス１２８を選択する。この例
において、望ましい大きさのポリープ切除スネアを備える電気外科デバイス１２８が、除
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去されるべきポリープの大きさに基づいて、選択される。方法６００は、工程６２０に進
む。
【００５３】
　工程６２０：ポリープ切除スネアを準備
　この工程において、ユーザは、選択された電気外科デバイス１２８をそのパッケージか
ら包みを解き、そしてアクチュエータハンドル４１８を使用することによって、電気外科
デバイス１２８を開閉させることにより、電気外科デバイス１２８が動作可能であること
を確認する。方法６００は、工程６２２に進む。
【００５４】
　工程６２２：ポリープ切除スネアを内視鏡に挿入し、そしてこのスネアの可視化を達成
　この工程において、ユーザは、電気外科デバイス１２８のデバイスシャフト４１４を、
携帯型手動制御器１４４の作業チャネルアクセスポート３１６に挿入し、そしてデバイス
遠位先端４１６が内視鏡遠位先端２１６から５ｍｍ～１０ｍｍ伸びて視野内に完全に捕捉
される時点まで、デバイスシャフト４１４を進める。この画像は、ビデオディスプレイ１
１２によって、ユーザに表示される。方法６００は、工程６２４に進む。
【００５５】
　工程６２４：接地パッドを接続
　この工程において、電気外科デバイス１２８が単極デバイスであるので、ユーザは、接
地パッド１１６を患者に配置し、そして接地パッド１１６をオペレータコンソール１１０
に接続するか、あるいは携帯型手動制御器１４４の設置ポートに接続する。方法６００は
、工程６２６に進む。
【００５６】
　工程６２６：電気外科デバイスケーブルを手動制御器に接続
　この工程において、ユーザは、電気外科デバイス１２８のデバイス電気コネクタ４２２
を携帯型手動制御器１４４の内視鏡電気コネクタ３１８に差し込むことによって、電気外
科デバイス１２８を画像化内視鏡１２６に接続し、これによって、オペレータコンソール
１１０内の電気的／電子的サポートエレクトロニクス（例えば、電気外科発電機１３２）
への電気的接続を達成する。さらに、携帯型手動制御器１４４およびオペレータコンソー
ル１１０は、電気外科デバイス１２８のためのユーザインターフェースである。方法６０
０は、工程６２８に進む。
【００５７】
　工程６２８：電気外科デバイスの情報を捕捉
　この工程において、任意のメモリ１４８が電気外科デバイス１２８に存在する場合、コ
ンソールプロセッサ１３０は、このデバイス情報（例えば、デバイスの型およびそのデフ
ォルト設定）を、電気外科デバイス１２８の任意のメモリ１４８から読み取り、そしてこ
の情報を、オペレータコンソール１１０のメモリ１３６に格納する。そうでなければ、デ
バイス情報を得るために、電気外科デバイス１２８の任意のＲＦＩＤタグ１５０が、オペ
レータコンソール１１０の任意のＲＦＩＤリーダ１４０によって手動で走査され得る。方
法６００は、工程６３０に進む。
【００５８】
　工程６３０：ポリープ切除スネア設定の表示および選択
　この工程において、コンソールプロセッサ１３０の制御下で、電気外科デバイス１２８
のデフォルト設定および／または外科医に特別な設定が、ＧＵＩ　１４２を介して、ユー
ザに表示される。外科医に特別な設定は、集中データ管理システム１１８への接続を介し
て、コンソールに利用可能である。引き続いて、ユーザは、デフォルト設定を使用するか
、外科医に特別な設定を使用するか、これらの設定を調節するかを決定し得る。設定の調
節は、上記のように、任意の型のユーザ入力デバイス（例えば、ビデオディスプレイ１１
２のＧＵＩ　１４２の一部として提供されるタッチスクリーン、キーボード１１１４）を
使用することによってか、または多位置スイッチ（すなわち、ジョイスティック型のスイ
ッチ）を使用することによって、実施され得る。設定としては、電気外科発電機１３２の
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エネルギーレベルおよび時間持続設定が挙げられる。方法６００は、工程６３２に進む。
【００５９】
　工程６３２：デバイス設定を格納
　この工程において、コンソールプロセッサ１３０の制御下で、電気外科デバイス１２８
の選択されたデバイス設定が、コンソールプロセッサ１３０のメモリ１３６に格納される
。方法６００は、工程６３４に進む。
【００６０】
　工程６３４：内視鏡の先端をポリープの部位まで関節運動
　この工程において、外科医は、携帯型手動制御器１４４の制御ボタン３１２および回転
ノブ３１４（これらは、画像化内視鏡１２６の機能を管理する）を操作することによって
、内視鏡遠位先端２１６を患者内に関節運動させ、そして除去されるべきポリープまで進
める。方法６００は、工程６３６に進む。
【００６１】
　工程６３６：ポリープ切除スネア内にポリープを捕捉
　この工程において、外科医が切除されるべきポリープへの角度付けを維持している間に
、看護士または助手が、アクチュエータハンドル４１８を使用することによって、電気外
科デバイス１２８のポリープ切除スネアを開閉させ、これにより、除去されるべきポリー
プを把持する。方法６００は、工程６３８に進む。
【００６２】
　工程６３８：ポリープをポリープ切除スネアで切断
　この工程において、外科医は、携帯型手動制御器１４４の医療デバイス作動ボタン４３
２０を押して、電気外科発電機１３２からの電流を活性化させる。この電流は、ポリープ
の基部を組織壁から切断するために、電気外科デバイス１２８のポリープ切除スネア要素
にエネルギーを付与する。方法６００は、工程６４０に進む。
【００６３】
　工程６４０：ポリープ切除スネアを開く
　この工程において、この工程において、看護士または助手は、アクチュエータハンドル
４１８を使用することによって、電気外科デバイス１２８のポリープ切除スネアを開き、
これにより、ポリープを解放する。方法６００は、工程６４２に進む。
【００６４】
　工程６４２：電気外科デバイスケーブルの接続を手動制御器から切る
　この工程において、ユーザは、電気外科デバイス１２８のデバイス電気コネクタ４２２
を携帯型手動制御器１４４の内視鏡電気コネクタ３１８から抜くことによって、電気外科
デバイス１２８の接続を画像化内視鏡１２６から切る。方法６００は、工程６４４に進む
。
【００６５】
　工程６４４：ポリープ切除スネアを引き抜く
　この工程において、ユーザは、電気外科デバイス１２８のデバイスシャフト４１４を、
画像化内視鏡１２６の作業チャネルから引き抜く。方法６００は、工程６４６に進む。
【００６６】
　工程６４６：ポリープを回収
　この工程において、除去器具（例えば、生検鉗子または回収バスケット）が、画像化内
視鏡１２６の作業チャネルに挿入されて、ポリープを回収する。あるいは、このポリープ
は、電気外科デバイス１２８のポリープ切除スネアによって、内視鏡遠位先端２１６の表
面に押し付けて捕捉され、そして工程６４８において内視鏡遠位シャフト２１４が患者か
ら引き抜かれると同時に回収される。方法６００は、工程６４８に進む。
【００６７】
　工程６４８：内視鏡を患者から取り除く
　この工程において、ユーザは、画像化内視鏡１２６の内視鏡遠位シャフト２１４を患者
から引き抜く。方法６００は、工程６５０に進む。
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【００６８】
　工程６５０：器具の処分
　この工程において、ユーザは、画像化内視鏡１２６の内視鏡近位コネクタ２１２の接続
を、オペレータコンソール１１０の側面から、迅速解放機構を介して切り、そして画像化
内視鏡１２６および電気外科デバイス１２８は、適切に処分される。方法６００は、工程
６５２に進む。
【００６９】
　工程６５２：手順のデータを格納および伝達
　この工程において、医療手順が完了した後に、ユーザは、データ移動操作を開始し得、
手順データ（これは、手順全体にわたって、コンソールプロセッサ１３０にロードされた
ソフトウェアの制御下でメモリ１３６に格納された）を、オペレータコンソール１１０か
らデータ管理システム１１８へと、さらなる処理のために伝達する。データとしては、例
えば、医療手順の型、その手順を実施する外科医、電気外科デバイス１２８の方、および
全てのデバイス設定（例えば、電気外科発電機１３２のエネルギーレベルおよび時間持続
設定）が挙げられる。方法６００は、工程６５４に進む。
【００７０】
　工程６５４：手順データの処理操作を実施
　この工程において、ユーザまたは他の人員は、データ管理システム１１８に格納された
手順データにアクセスして、手順報告を作成するか、または他の任意の望ましいデータ処
理機能を実施する。方法６００は、終了する。
【００７１】
　図６の方法６００の参照を続けて、外科医は、必要に応じて、補助の必要なしに、画像
化内視鏡１２６と電気外科デバイス１２８との両方を操作し得る。さらに、電気外科デバ
イス１２８のデバイスシャフト４１４は、必要に応じて、携帯型手動制御器１４４の作業
チャネルアクセスポート３１６を通して予備装填され得、従って、画像化内視鏡１２６の
作業チャネルに予備装填され得る。
【００７２】
　図７は、本発明の別の実施形態に従う、一体化画像化内視鏡７００の斜視図を図示する
。一体化画像化内視鏡７００は、図２の画像化内視鏡１２６と、図４の電気外科デバイス
１２８との、１つの装置に一体化された組み合わせ機能を提供する。その結果、一体化画
像化内視鏡７００は、画像化内視鏡１２６および電気外科デバイス１２８に対する直接的
な代替物として、図１および図５の多機能内視鏡システム１００において使用するために
適切である。一体化画像化内視鏡７００は、単回使用の使い捨て物品とみなされるように
、製造が充分に安価である。
【００７３】
　一体化画像化内視鏡７００は、内視鏡近位シャフト７１０を備え、この内視鏡近位シャ
フトは、一端において、内視鏡近位コネクタ７１２に、電気的、機械的、および流体的に
接続され、そして反対側の端部において、携帯型手動制御器７１４のポートに接続される
。画像化内視鏡７００は、内視鏡遠位シャフト７１６をさらに備え、この内視鏡遠位シャ
フトは、一端において、携帯型手動制御器７１４のポートに、電気的、機械的、および流
体的に接続され、そしてその反対側の端部に位置する、患者の体腔に進むための内視鏡遠
位先端７１８を有する。携帯型手動制御器７１４のハウジングは、図３に関してより詳細
に記載されたように、制御ボタン３１２、回転ノブ３１４、および医療デバイス作動ボタ
ン３１２を備える。
【００７４】
　内視鏡近位コネクタ７１２のハウジングは、適切に軽量化された剛性材料（例えば、成
型プラスチック）から形成される。内視鏡近位コネクタ７１２は、全ての電気的接続、機
械的接続、および流体／空気／減圧接続を行うためおよび切るための、迅速解放機構を提
供する。この迅速解放機構は、内視鏡近位コネクタ７１２が、オペレータコンソール１１
０の外側に容易に固定されることを可能にする。内視鏡近位コネクタ７１２は、ワイヤお
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よび管を備え、これらのワイヤおよび管は、内視鏡近位シャフト７１０を通り、次いで携
帯型手動制御器７１４を通り、次いで内視鏡遠位シャフト７１６を通り、次いで内視鏡遠
位先端７１８を通る。
【００７５】
　内視鏡近位シャフト７１０および内視鏡遠位シャフト７１６は、適切に軽量化された可
撓性材料（例えば、ポリウレタンまたは他の適切な生体適合性プラスチック）から形成さ
れる。内視鏡近位シャフト７１０および内視鏡遠位シャフト７１６は、細長シャフトであ
り、この細長シャフトは、内部に位置する１つ以上の管腔を有し、そしてこれらの管腔内
に位置する配線を有し、これらの管腔および配線は、例えば、内視鏡遠位先端７１８に位
置する、作業チャネル、ジェット洗浄機構、照射機構、および画像センサを支持する。携
帯型手動制御器７１４および内視鏡遠位シャフト７１６内にはまた、患者内に進めるため
に内視鏡遠位先端７１８を関節運動させるための、電気的機構および機械的機構が備えら
れる。
【００７６】
　さらに、一体化画像化内視鏡７００の携帯型手動制御器７１４は、一体化アクチュエー
タハンドル７２２を介して操作される、一体化電気外科デバイス７２０を備える。従って
、一体化画像化内視鏡７００は、手順に固有のデバイスを代表し、ここで、特別な電気外
科デバイス（例えば、ポリープ切除スネア、針ナイフ、生検鉗子、またはスパチュラ）が
、作業チャネルに挿入されるのではなく、一体化画像化内視鏡７００の携帯型手動制御器
７１４および内視鏡遠位シャフト７１６に直接製造される。これによって、内視鏡遠位シ
ャフト７１６の作業チャネルを、他の用途のために利用可能なままにする。一体化電気外
科デバイス７２０の関連するエレクトロニクスもまた、一体化画像化内視鏡７００に一体
化され、従って、外部の電気／電子ケーブルが必要とされない。なぜなら、電気配線が、
携帯型手動制御器７１４を介して、そしてオペレータコンソール１１０に接続される内視
鏡近位コネクタ７１２を介して、携帯型手動制御器７１４に直接配線されるからである。
一体化画像化内視鏡７００に一体化され得るデバイスの例は、図８～図１１を参照して見
出される。しかし、本発明の範囲は、図８～図１１を参照して記載される例に限定されな
い。
【００７７】
　図８は、本発明の実施形態に従ってスパチュラデバイスが一体化されている、例示的な
一体化画像化内視鏡７００の斜視図を図示する。一体化画像化内視鏡７００は、内視鏡遠
位先端７１８に設置された器具（例えば、画像センサ８１０（例えば、相補型金属酸化物
半導体（ＣＭＯＳ）チップまたは電荷結合素子（ＣＣＤ）である）；光源８１２（例えば
、発光ダイオード（ＬＥＤ）または光ファイバーである）；レンズ洗浄口８１４およびジ
ェット洗浄口８１６（液体を分配する流体ポートである）；ならびに作業チャネル（これ
を、治療器具または診断器具が通過し得る））を備える。
【００７８】
　一体化されたスパチュラデバイスのこの例において、一体化画像化内視鏡７００は、デ
バイスポート８２０およびアクチュエータ８２４をさらに備え、このデバイスポートに、
一体化されたスパチュラ８２２がスライド可能にフィットされ、そしてこのアクチュエー
タは、内視鏡遠位シャフト７１６の長さに沿って設置され、そして一端において一体化ス
パチュラ８２２に接続され、そして反対側の端部において一体化アクチュエータハンドル
７２２に接続される。医療手順の間に、一体化スパチュラ８２２を使用するために、使用
者は、一体化アクチュエータハンドル７２２を操作する。デバイスポート８２０、一体化
スパチュラ８２２、およびアクチュエータ８２４は、内視鏡遠位シャフト７１６に直接製
造され、これによって、内視鏡遠位シャフト７１６内の作業チャネル８１８を、医療手順
の間、他の用途（例えば、洗浄、ポリープ回収、多重生検、または吸引）のために利用可
能なままにする。
【００７９】
　図９は、本発明の別の実施形態に従って、スパチュラと針ナイフデバイスとが一体化さ
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れた、一体化画像化内視鏡７００の別の例の斜視図を図示する。図９の一体化画像化内視
鏡７００は、内視鏡遠位先端７１８に設置された器具（例えば、図８を参照してより詳細
に記載されたような、画像センサ８１０、光源８１２、レンズ洗浄口８１４、ジェット洗
浄口８１６、および作業チャネル８１８）を備える。しかし、図９の一体化画像化内視鏡
７００は、別のデバイスポート（デバイスポート９１０）およびアクチュエータ９１４を
さらに備え、このデバイスポートに、一体化針ナイフ９１２がスライド可能にフィットさ
れ、そしてこのアクチュエータは、内視鏡遠位シャフト７１６（図示せず）の長さに沿っ
て設置され、そして一端において、一体化針ナイフ９１２に接続され、そして反対側の端
部において、一体化アクチュエータハンドル７２２と類似の別の一体化アクチュエータハ
ンドル（図示せず）に接続される。
【００８０】
　医療手順の間に一体化スパチュラ８２２を使用するために、ユーザは、一体化アクチュ
エータハンドル７２２を操作する。同様に、医療手順の間に一体化針ナイフ９１２を使用
するために、ユーザは、その一体化アクチュエータハンドルを操作する。デバイスポート
８２０、一体化スパチュラ８２２、アクチュエータ８２４、デバイスポート９１０、なら
びに一体化針ナイフ９１２およびそのアクチュエータハンドルは、内視鏡遠位シャフト７
１６内に直接製造され、これによって、内視鏡遠位シャフト７１６内の作業チャネル８１
８は、医療手順の間、他の用途（例えば、洗浄、ポリープ回収、多重生検、または吸引）
のために、利用可能なままにされる。
【００８１】
　図１０は、本発明の別の実施形態に従ってスネアが一体化された、一体化画像化内視鏡
７００のなお別の例の斜視図を図示する。図１０の一体化画像化内視鏡７００は、内視鏡
遠位先端７１８に設置された器具（例えば、図８を参照してより詳細に記載されたような
、画像センサ８１０、光源８１２、レンズ洗浄口８１４、ジェット洗浄口８１６、および
作業チャネル８１８を備える。しかし、図１０の一体化画像化内視鏡７００は、デバイス
ポート１０１０およびアクチュエータワイヤのセット１０１４をさらに備え、このデバイ
スポート内に、一体化スネア１０１２がスライド可能にフィットされ、そしてこれらのア
クチュエータワイヤは、内視鏡遠位シャフト７１６の長さに沿って設置され、そして一体
化アクチュエータハンドル７２２に接続される。
【００８２】
　医療手順の間に一体化スネア１０１２を使用するために、ユーザは、一体化アクチュエ
ータハンドル７２２を操作する。デバイスポート１０１０、一体化スネア１０１２、およ
びアクチュエータワイヤ１０１４は、内視鏡遠位シャフト７１６内に直接製造され、これ
によって、内視鏡遠位シャフト７１６内の作業チャネル８１８は、医療手順の間、他の用
途（例えば、洗浄、ポリープ回収、多重生検または吸引）のために利用可能なままにされ
る。
【００８３】
　図１１は、本発明の別の実施形態に従って、鉗子が一体化された、一体化画像化内視鏡
７００のなお別の例の斜視図を図示する。図１１の一体化画像化内視鏡７００は、内視鏡
遠位先端７１８に設置された器具（例えば、図８を参照してより詳細に記載されたような
、画像センサ８１０、光源８１２、レンズ洗浄口８１４、ジェット洗浄口８１６、および
作業チャネル８１８）を備える。しかし、図１０の一体化画像化内視鏡７００は、デバイ
スポート１１１０およびアクチュエータワイヤのセット１１１４をさらに備え、このデバ
イスポートの中に、一体化鉗子１１２がスライド可能にフィットされ、そしてこれらのワ
イヤは、内視鏡遠位シャフト７１６の長さに沿って設置され、そして一体化アクチュエー
タハンドル７２２に接続される。
【００８４】
　医療手順の間に一体化鉗子１１１２を使用するために、ユーザは、一体化アクチュエー
タハンドル７２２を操作する。デバイスポート１１１０、一体化鉗子１１１２、およびア
クチュエータワイヤ１１１４は、内視鏡遠位シャフト７１６内に直接製造され、これによ
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って、内視鏡遠位シャフト７１６内の作業チャネル８１８は、医療手順の間、他の用途（
例えば、洗浄、ポリープ回収、多重生検、または吸引）のために利用可能なままにされる
。
【００８５】
　図７～図１１を参照して、他の操作機構が、携帯型手動制御器７１４のハウジング内に
一体化されて、所定の一体化デバイスの使用を補償し得る。この操作機構は、例えば、さ
らなる押しボタン、回転ノブ、スライダ機構、モータ駆動式機構、または回転ノブ３１４
に二重の機能を実施させるためのクラッチ機構である。回転ノブ３１４の例示的な二重機
能は、１つのモードにおいて、回転ノブ３１４が内視鏡遠位先端７１８を関節運動させる
ために使用され、そして別のモードにおいて、回転ノブ３１４が、例えば、図１０の一体
化スネア１０１２を操作するために使用される、というものである。
【００８６】
　一体化画像化内視鏡７００（例えば、図７～図１１を参照して記載されたもの）を使用
する方法は、一般に、図６の方法６００を参照して記載されたが、必ずしも、工程６１８
、６２０、および６２２を実施する必要はない。
【００８７】
　本発明の実施形態は、手動ハンドルを用いて使用される外科手術デバイスに関して記載
されたが、遠隔操作される医療デバイス（例えば、出願番号１０／４０６，１４９および
１０／８１１，７８１に開示される型の内視鏡）が使用され得ることが、理解される。オ
ペレータコンソールは、一体化設備を備え、この一体化設備は、１つ以上の型の外科手術
デバイスを作動させ、そして内視鏡の電気コネクタを介して、これらのデバイスに、必要
な電力および信号を提供する。メモリまたはＲＦＩＤタグまたは他のデバイスを読み取る
ことによって、あるいは外科医によるデバイスの型の手での選択によって、このコンソー
ルは、どの型の道具が使用されるべきであるかを決定し、そしてこのデバイスに正しい信
号を適用するように、電気コネクタを構成する。このデバイスは、信号取り出し用中継箱
でか、または作業チャネルの入口の近くで、種々のデバイスを接続する万能型のコネクタ
を用いて、内視鏡に差し込まれる。このコネクタは、コンソールによって決定された正し
い信号を供給し、その結果、外科手術手順を実施するために使用され得る。
【００８８】
　本発明の好ましい実施形態が図示および記載されたが、種々の変更が、本発明の精神お
よび範囲から逸脱することなくなされ得ることが、理解される。
【００８９】
　独占権または特権が主張される本発明の実施形態は、特許請求の範囲において規定され
る。
【図面の簡単な説明】
【００９０】
【図１】図１は、本発明の実施形態に従う、電気外科用途において使用するための多機能
内視鏡システムの機能ブロック図を図示する。
【図２】図２は、本発明の第一の実施形態に従う、画像化内視鏡の斜視図を図示する。
【図３】図３は、本発明の実施形態に従う、画像化内視鏡の携帯型手動制御器の斜視図を
図示する。
【図４】図４は、本発明の実施形態に従う電気外科デバイスの斜視図を図示する。
【図５】図５は、本発明の実施形態に従う多機能内視鏡システムの斜視図を図示する。
【図６】図６は、ポリープ切除手順において、本発明の実施形態に従う多機能内視鏡シス
テムを使用する例示的な方法の流れ図を図示する。
【図７】図７は、本発明の実施形態に従う、一体化された画像化内視鏡の斜視図を図示す
る。
【図８】図８は、スパチュラデバイスが一体化された、本発明の実施形態に従う例示的な
一体化画像化内視鏡の斜視図を図示する。
【図９】図９は、スパチュラデバイスと針ナイフデバイスとの両方が一体化された、本発
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明の実施形態に従う一体化画像化内視鏡の別の例の斜視図を図示する。
【図１０】図１０は、スネアが一体化された、本発明の実施形態に従う一体化画像化内視
鏡のなお別の例の斜視図を図示する。
【図１１】図１１は、鉗子が一体化された、本発明の実施形態に従う一体化画像化内視鏡
のなお別の例の斜視図を図示する。
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